
石川
am
引
が
A
O
川
ヘ

-制

E

i

手立
国

子

九

敗

不ム

解

重

j畢

俊

郎

管
子
の
立
政
篇
は
、
三
本
・
四
国
・
五
事
・
首
憲
・
首
事
・
省
官
・
服
制
・
九
敗
・
七
観
の
九
項
を
設
け
て
政
治
上
の
基
本
問
題
を
論
じ
た

も
の
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
九
敗
の
一
項
に
劃
し
て
は
特
に
「
立
政
九
敗
解
」
と
題
す
る
別
の
一
一
篇
が
有
っ
て
、
其
の
内
容
を
敷
街
解
樽
し
て
い

る
所
か
ら
考
え
て
、
立
政
篇
の
う
ち
で
も
共
の
成
立
が
最
も
早
く
且
つ
重
要
な
意
味
を
認
め
ら
れ
て
き
た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
。
管
子
の
書
に

於
い
て
「
解
」
を
有
す
る
五
篇
の
う
ち
、
四
篇
ま
で
が
基
本
的
政
治
論
で
経
言
に
麗
し
、
他
の
一
一
篇
は
直
言
に
属
す
と
は
言
え
管
子
の
法
思
想

の
根
幹
を
矯
す
も
の
、
一
を
矯
し
、
要
す
る
に
線
て
管
子
に
在
っ
て
重
要
な
地
位
を
占
め
る
論
著
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
五
篇
の
解
が

何
れ
の
時
代
に
何
人
に
依
っ
て
作
ら
れ
た
か
は
国
よ
り
知
り
得
な
い
が
、
こ
、
に
取
り
上
げ
る
九
敗
解
は
、
立
政
九
敗
篇
の
有
す
る
思
想
上
の

意
義
を
、
少
く
と
も
若
干
の
重
大
な
黙
に
於
い
て
甚
し
く
見
逃
し
て
い
る
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
濁
り
解
の
み
な
ら
ず
、
後
世
管
子
の
書
を

解
す
る
者
、
予
知
章
・
劉
績
の
注
を
始
め
と
し
、
近
く
は
戴
氏
の
「
校
正
」
や
安
井
氏
の
「
纂
鈷
」
な
ど
に
至
る
ま
で
、
文
字
の
表
面
的
稗
義

に
於
い
て
は
い
よ
/
¥
精
密
を
加
え
る
に
拘
ら
ず
、

思
想
上
の
意
味
内
容
に
就
い
て
は
一
様
に
殆
ん
ど
論
及
し
て
い
な
い
。

か
く
の
如
き
解
稗

に
止
る
な
ら
ば
、

九
敗
が
何
故
に
九
敗
と
し
て
管
子
の
指
弾
す
る
所
と
矯
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
極
め
て
困
難
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
る
。

* 

* 

事

申

管
子
「
九
敗
」
私
解
(
草
津
)
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さ
て
立
政
篇
の
九
敗
と
は
、
管
子
が
理
想
と
す
る
政
治
の
確
立
に
針
し
て
、
妨
害
ま
た
は
破
壊
的
結
果
を
来
す
思
想
、
並
び
に
祉
曾
生
活
上

の
立
場
九
類
を
奉
げ
、
其
の
驚
す
所
の
政
治
的
祉
曾
的
弊
害
を
指
摘
し
た
も
の
で
あ
る
。
行
論
の
順
序
と
し
て
、
其
の
要
貼
を
左
に
示
そ
う
。

付

険
阻
不
守

療
兵
之
設

わ)

乗
愛
之
読

士
卒
不
戦

斜

会
生
之
読

廉
恥
不
立

制

私
議
自
貴
之
読

上
令
不
行

e事
群
徒
比
周
之
設

賢
不
宵
不
分

的

金
玉
貨
材
之
設

鋳
服
下
流

作)

観
柴
玩
好
之
読

姦
民
在
上
位

かタ

詰
問
謁
任
奉
之
読

縄
量
不
正

ω 
諮
訣
飾
過
之
設

巧
侵
者
用

以
上
上
段
が
九
敗
の
諸
説
パ
あ
り
、
下
段
は
共
の
設
が
優
勢
と
矯
っ
た
時
珠
想
さ
れ
る
所
の
鮭
曾
的
害
毒
で
あ
る
。
九
者
の
う
ち
、
群
徒
比

周
之
設
以
下
の
五
者
は
必
ず
し
も
鰹
系
的
な
思
想
と
し
て
取
り
扱
う
に
足
る
も
の
で
は
な
い
。
即
ち
、
群
徒
北
周
し
て
朋
黛
が
費
生
す
れ
ば
蔽

美
揚
惑
が
行
わ
れ
る
か
ら
、
賢
不
宵
が
分
た
れ
ざ
る
に
至
る
。
君
主
が
自
己
の
忍
生
活
に
関
し
て
金
玉
貨
財
を
隼
ぷ
に
至
れ
ば
、
必
ず
官
位
爵

械
を
以
て
取
り
引
き
す
る
傾
向
を
生
ず
る
が
故
に
、
寄
服
下
流
の
現
象
を
帰
来
す
る
。
観
幾
玩
好
は
要
す
る
に
君
主
の
物
質
的
快
端
末
に
外
な
ら

な
い
か
ら
、
共
の
提
供
者
は
顕
要
の
地
位
を
極
め
て
容
易
に
獲
得
す
る
。
表
注
に
「
費
仲
は
奇
異
を
奉
ず
る
を
以
て
額
位
に
居
り
、
董
賢
は
柔

長
を
以
て
靭
謁
に
慮
る
」
と
解
す
る
所
以
で
あ
る
。
器
開
謁
任
奉
が
盛
ん
と
鋳
れ
ば
園
の
法
度
が
立
た
な
く
な
る
の
は
言
を
倹
た
ず
、
諮
訣
飾
過

の
言
に
よ
っ
て
君
主
が
自
己
反
省
に
怠
る
な
ら
ば
、
巧
者
侵
入
が
勢
力
を
占
め
る
よ
う
に
な
る
の
は
嘗
然
で
あ
る
。
か
く
の
如
く
、

九
敗
の
後



号一一日誌

4
4遣
要
請
議
議

牟
五
者
は
政
治
上
の
真
理
に
は
相
具
無
い
と
し
て
も
、
設
そ
れ
自
鰹
は
上
連
の
内
容
が
示
す
如
く
、
草
な
る
鮭
曾
生
活
上
の
立
場
に
過
ぎ
ず
、

思
想
と
い
う
ほ
ど
の
も
の
で
な
い
の
み
な
ら
ず
、
解
及
び
罪
、
注
の
説
明
が
決
し
て
嘗
を
失
し
て
い
な
い
か
ら
、
今
は
問
題
の
外
に
お
く
。

然
し
、
寝
兵
之
設
よ
り
私
議
自
責
之
訟
に
至
る
四
者
は
頗
る
趣
き
を
異
に
し
、
す
べ
て
鰻
系
的
思
想
と
し
て
豊
富
な
内
容
を
具
え
、
思
想
史

上
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
所
が
此
の
四
者
に
針
し
て
は
、
解
を
始
め
後
世
諸
家
の
解
穂
が
、
程
度
の
差
こ
そ
有
れ
悉
く

核
心
を
逸
し
て
い
る
蛾
み
が
有
る
。
い
ま
寝
兵
之
訟
に
劃
す
る
解
の
全
文
を
参
考
ま
で
に
示
す
な
ら
ば
、
失
の
如
く
で
あ
る
。

.
人
君
唯
母
聴
寝
兵
、
則
群
臣
賓
客
莫
敢
言
兵
、
然
則
内
之
不
知
園
之
治
鋭
、
外
之
不
知
諸
侯
之
強
弱
、
如
是
則
城
郭
段
壌
英
之
築
補
、
甲

弊
兵
彫
莫
之
修
繕
、
如
是
則
守
圏
之
備
投
失
、
遼
遠
之
地
謀
遁
克
之
士
修
、
百
姓
無
圏
敵
之
心
、
故
目
、
寝
兵
之
設
勝
、
則
険
阻
不
守
、

み
一
生
之
設
に
就
い
て
は
、
君
主
が
若
し
金
生
の
訟
に
耳
を
傾
け
る
こ
と
が
有
れ
ば
、
群
臣
は
物
質
的
生
活
の
手
段
と
し
て
の
滋
味
韓
色
を
遁

求
す
る
が
故
に
道
義
は
額
腰
し
、
君
主
の
地
位
も
亦
正
し
く
保
ち
得
ぎ
る
に
至
る
、

と
い
う
意
味
を
述
べ
て
い
る
。
乗
愛
之
設
と
私
議
自
貴
之

設
と
に
劃
す
る
解
は
比
較
的
英
を
得
た
も
の
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
が
、
以
上
の
二
例
に
於
い
て
明
か
に
看
取
さ
れ
る
如
く
、
線
じ
て
表
面
的

現
象
に
つ
い
て
論
ず
る
に
止
り
、
思
想
の
本
質
に
劃
し
て
は
殆
ん
ど
全
く
目
を
蔽
う
て
い
る
と
稽
す
る
も
過
言
で
な
い
態
度
で
あ
る
。
私
の
見

る
所
を
以
て
す
れ
ば
、

此
等
四
種
の
思
想
は
、
あ
く
ま
で
其
の
抱
懐
す
る
世
界
観
、
延
い
て
は
祉
曾
上
の
理
想
に
問
題
が
存
す
る
。
此
等
の
設

が
優
勢
と
な
れ
ば
、

い
か
に
も
解
そ
の
他
の
解
稗
に
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
現
象
が
後
生
す
る
こ
と
は
事
賓
で
あ
る
が
、

し
か
し
管
子
の
著
者
が

主
た
る
問
題
と
し
て
意
識
す
る
所
は
決
し
て
か
h

る
随
伴
的
現
象
で
は
な
く
、

必
ず
そ
れ
ぞ
れ
の
思
想
を
支
え
て
い
る
根
本
原
理
に
在
る
。

つ

ま
り
寝
兵
以
下
の
四
の
思
想
は
、
そ
の
本
質
上
管
子
の
書
に
設
か
れ
る
枇
曾
上
の
理
想
と
矛
盾
す
る
主
張
を
含
み
、
自
己
に
と
っ
て
甚
し
き
脅

威
と
な
る
の
故
を
以
て
こ
そ
、
大
い
に
問
題
と
さ
る
べ
き
理
由
が
有
る
の
で
あ
る
。

刻ド

* 

* 

* 

さ
て
、
こ
、
に
寝
兵
之
設
と
言
う
の
は
、
戦
闘
の
時
宋
釘
に
依
っ
て
代
表
さ
れ
た
思
想
で
あ
る
。
宋
釘
の
思
想
は
先
秦
の
諸
書
に
散
見
す
る

管
子
「
九
敗
」
私
解
(
草
津
)

四
五
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が
、
例
え
ば
症
子
天
下
篇
に
は
罪
文
と
並
べ
て
、
其
の
主
張
が

見
侮
不
辱
、
救
民
之
閥
、
禁
攻
寝
兵
、
救
世
之
戟
、

に
在
っ
た
こ
と
を
停
え
、
ま
た
「
以
禁
攻
寝
兵
矯
外
、
以
情
欲
寡
浅
鋳
内
」
と
も
記
し
て
い
る
。
之
に
依
れ
ば
、
禁
攻
寝
兵
に
よ
る
卒
和
主
義

①
 

彼
(
孟
子
K
は
宋
極
に
作
る
)
が
利
不
利
の
論
を
以
て
停

は
彼
の
思
想
を
支
え
る
一
要
件
で
あ
っ
た
こ
と
を
知
り
得
る
。

秦
楚
の
構
兵
に
際
し
、

戦
勝
告
を
試
み
た
の
も
、
其
の
現
れ
に
外
な
ら
な
い
。
孟
子
は
、
宋
釘
が
利
不
利
の
論
を
主
と
矯
し
、
仁
義
の
立
場
か
ら
停
戦
を
設
か
な
い
黙

を
把
え
て
詰
難
を
加
え
て
い
る
が
、
彼
の
寝
兵
設
は
決
し
て
草
な
る
戦
争
に
伴
う
表
面
的
利
害
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
深
く
彼

濁
自
の
世
界
観
に
根
底
を
置
い
て
い
る
。
そ
れ
は
、
彼
が
自
ら
「
見
侮
不
辱
」
と
言
い
、
彼
の
思
想
が
「
別
宥
」
を
以
て
呼
ば
れ
る
事
賞
に
よ

っ
て
立
註
さ
れ
る
。

荘
子
天
下
篇
の
作
者
は
、
宋
釘
罪
文
を
論
ず
る
に
嘗
り
、
先
ず

②
 

不
飾
於
物
、
不
荷
於
人
、
不
佼
於
衆
、
願
天
下
之
安
寧
以
活
民
命
、
人
我
之
養
畢
足
而
止
、

不
累
於
俗
、

と
述
べ
る
。
俗
情
の
累
す
る
所
と
鋳
ら
ず
、
外
遁
を
矯
飾
せ
ず
、
他
人
と
争
論
せ
ず
、
世
人
に
逆
わ
ず
と
い
う
の
は
、
す
べ
て
自
己
を
主
張
す

〆

る
に
極
め
て
消
極
的
で
あ
る
黙
に
於
い
て
共
通
性
を
有
す
る
。
有
子
に
子
宋
子
の
語
と
し
て
、

「
侮
ら
る
、
の
辱
な
ら
ざ
る
を
明
か
に
し
、
人

を
し
て
闘
わ
ぎ
ら
し
む
」
と
記
し
、
韓
非
子
に
「
宋
築
子
の
議
、
周
囲
を
諸
島
じ
ず
、
侮
ら
る
、
も
辱
と
せ
ず
」
と
言
、
つ
の
は
、

正
に
此
の
消
極

主
義
の
一
面
を
論
じ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
此
の
自
己
主
張
に
於
け
る
消
極
主
義
が
存
す
る
以
上
、

「
闘
争
せ
ず
、
随
い
て
仇
と
せ
ざ
る
」

禁
攻
疲
兵
の
設
が
成
立
す
る
所
以
は
、

も
は
や
訟
明
を
要
せ
ざ
る
こ
と
、
焦
っ
た
が
、
其
れ
が
天
下
の
安
寧
を
願
い
民
命
を
活
そ
う
と
す
る
目

的
を
以
て
設
か
れ
た
と
す
れ
ば
、
宋
釦
の
消
極
主
義
は
其
の
抱
懐
す
る
新
し
い
一
枇
曾
理
想
の
根
本
原
理
で
あ
っ
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

し
か
し
、

「
見
侮
不
辱
」
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
彼
の
消
極
主
義
は
、
決
し
て
一
方
的
な
自
己
否
定
主
義
で
も
な
く
、
ま
た
妥
協
的
な
曙
忍

主
義
で
も
な
い
。
侮
に
せ
よ
辱
に
せ
よ
、
債
値
意
識
を
離
れ
て
は
存
し
得
な
い
。
料
侮
を
受
け
て
恥
辱
を
感
ず
る
の
は
、

是
非
善
悪
に
艶
す
る

台、J
I

l

-

-
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債
値
剣
断
を
伴
っ
て
初
め
て
可
能
な
こ
と
に
属
す
る
。
故
に
見
侮
不
辱
が
主
張
さ
れ
る
矯
め
に
は
、
債
値
の
問
題
が
先
ず
前
提
と
し
て
岩
山
1

え
ら

③
 

れ
て
い
た
筈
で
あ
る
。
債
値
観
に
関
し
て
宋
釘
と
正
反
針
の
立
場
を
取
っ
た
萄
子
の
論
難
が
、
主
と
し
て
此
の
貼
に
向
け
ら
れ
た
の
は
正
に
其

れ
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
が
、
有
子
の
駁
論
の
内
容
か
ら
も
推
知
さ
れ
る
如
く
、
入
居
周
的
評
債
の
不
成
立
を
信
ず
る
の
が
宋
釦
で
あ
っ
た
。
人

間
の
剣
断
に
本
く
是
非
善
悪
の
根
援
が
一
た
び
失
わ
れ
る
に
至
れ
ば
、
見
侮
不
辱
は
論
理
上
の
蹄
結
と
し
て
成
立
が
保
註
さ
れ
る
。
債
値
感
情

の
成
立
す
べ
き
基
盤
が
肢
に
存
在
し
な
い
以
上
、
侮
の
意
識
も
辱
の
意
識
も
倶
に
有
り
得
な
い
か
ら
で
あ
る
。
か
く
の
如
き
債
値
観
は
窮
極
的

に
は
、
人
間
の
認
識
能
力
に
謝
す
る
不
信
に
由
来
し
、
従
っ
て
一
種
の
懐
疑
論
的
立
場
を
取
る
こ
と
に
な
る
が
、
宋
釘
の
消
極
主
義
が
此
の
よ

@
 

う
な
哲
準
的
根
底
を
有
す
る
と
す
れ
ば
、
惑
に
一
部
の
準
家
思
想
と
の
親
近
性
が
肯
定
さ
れ
る
の
み
な
ら
ず
、
所
謂
「
禁
攻
寝
兵
」
が
決
し
て

一
時
的
刺
戟
に
よ
っ
て
後
生
し
た
卒
和
論
の
類
に
止
る
も
の
で
な
く
、
ま
た
其
れ
故
に
こ
そ
、
人
魚
的
債
値
を
追
求
し
富
園
強
兵
主
義
を
設
く

思
想
と
銃
く
針
立
す
る
所
以
が
理
解
さ
れ
る
。

ホ

申

* 

* 

宋
釦
が
人
間
の
認
識
能
力
の
限
界
を
知
り
不
信
意
識
を
抱
い
た
こ
と
は
、
彼
の
世
界
観
を
性
格
附
け
る
決
定
的
要
素
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た

懐
疑
的
立
場
に
於
い
て
は
、
主
観
へ
の
信
頼
が
成
立
す
る
絵
地
は
無
く
、
主
観
の
樺
威
に
街
存
す
る
も
の
は
一
切
不
確
貰
な
も
の
、
相
掛
的
な

も
の
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
、
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
宋
針
に
於
い
て
債
値
の
問
題
が
新
た
に
取
り
上
げ
ら
れ
た
の
も
、

喜
一
く
此
の
矯

め
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
こ
に
所
謂
「
別
宥
」
思
想
の
形
成
さ
れ
る
契
機
が
存
す
る
の
で
あ
る
。

別
宥
が
宋
街
に
依
っ
て
設
か
れ
た
こ
と
は
、
嘉
子
天
下
篇
に

接
寓
物
、
以
別
宥
鋳
始
、

と
有
る
を
以
て
明
か
で
あ
る
。
別
宥
は
一
に
去
宥
と
も
言
わ
れ
、
呂
氏
春
秋
に
、

夫
人
有
所
宥
者
、
回
以
査
矯
昏
、
以
白
矯
黒
、
以
莞
鋳
築
、
宥
之
鋳
敗
亦
大
失
、
亡
園
之
主
、
其
皆
甚
有
所
宥
邪
、
故
凡
人
必
別
宥
然
後

管
子
「
九
敗
」
私
解
(
草
揮
)

四
七
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知
、
別
宥
則
能
み
一
其
天
失
、

と
記
さ
れ
る
所
の
も
の
で
あ
る
。
ま
た
戸
子
庚
津
篤
に
は

料
子
貴
別
回
側
、

の
文
が
見
え
、
聞
字
に
作
ら
れ
て
い
る
所
か
ら
考
え
れ
ば
、
別
宥
は
線
て
事
物
へ
の
拘
執
か
ら
股
却
す
べ
し
と
す
る
主
張
を
根
幹
と
す
る
思
想

に
外
な
ら
な
い
こ
と
が
確
認
さ
れ
、
ま
た
呂
氏
春
秋
に
於
い
て
上
記
の
文
の
前
に
記
録
さ
れ
て
い
る
こ
つ
の
説
話
は
、
何
れ
も
事
物
に
拘
わ
れ

る
こ
と
の
不
合
理
性
を
示
そ
う
と
す
る
目
的
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
、
別
宥
を
同
義
二
語
の
並
列
と
見
て
事
物
を
鉾
別
明
白
に
す
る

意
味
に
取
ら
う
と
す
る
解
稗
は
、
成
立
し
難
い
と
思
わ
れ
る
。

別
宥
の
本
質
が
肢
に
か
く
の
如
し
と
す
る
な
ら
ば
、
共
れ
が
主
観
の
擢
威
へ
の
不
信
を
驚
し
、
遂
に
は
自
己
を
自
己
と
し
て
限
定
し
成
立
さ

せ
る
一
般
的
根
擦
に
劃
す
る
懐
疑
の
思
想
に
ま
で
展
開
す
る
こ
と
は
、
敢
て
異
し
む
に
足
り
な
い
。
自
己
の
主
張
、
自
己
の
主
鰹
性
の
意
識
は

正
し
く
「
圏
」
で
あ
り
、
別
宥
は
其
の
否
定
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。
旦
口
氏
春
秋
の
設
話
に
見
え
る
膏
人
は
、
黄
金
に
拘
わ
れ
た
矯
め
に
、

他
人
の
居
る
こ
と
も
法
律
の
有
る
こ
と
も
一
切
忘
れ
て
金
塊
を
強
奪
す
る
に
至
っ
た
が
、
自
己
意
識
に
拘
わ
れ
る
こ
と
の
反
吐
曾
性
も
全
く
此

，e
 

と
異
ら
な
い
。
宋
銃
に
於
い
て
は
、
人
間
は
自
己
を
主
張
す
べ
き
根
擦
を
如
何
な
る
意
味
に
於
い
て
も
有
し
な
い
の
で
あ
る
。
延
子
に
言
わ
れ

る
「
不
佼
於
衆
、

不
有
於
人
」
は
、
賞
は
此
の
自
己
放
棄
の
結
果
始
め
て
可
能
な
事
で
あ
り
、
ま
た
韓
非
子
頴
皐
篇
に
、
漆
雛
の
「
廉
」
に
針

し
て
宋
築
の
「
恕
」
が
、
漆
雌
の
「
暴
」
に
劃
し
て
宋
築
の
「
寛
」
が
特
徴
と
し
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
恕
及
び
寛
が
廉
及
び
暴
に
比
し

て
、
自
己
意
識
の
よ
り
浅
少
な
欣
態
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

事
物
に
拘
執
し
な
い
態
度
、
特
に
自
己
主
張
の
根
擦
に
疑
い
を
懐
く
別
宥
の
思
想
は
、
性
格
と
し
て
、
嘗
然
特
殊
を
棄
て
て
普
遁
に
就
き
差

別
を
排
し
て
卒
等
を
倉
ぷ
方
向
を
取
る
。
布
子
非
十
二
子
篇
に
宋
針
盤
程
の
主
張
を
並
記
し
、
そ
れ
を

不
知
査
天
下
、
建
圏
家
之
樺
穂
、
上
劫
用
、
大
倹
約
而
慢
差
等
、
曾
不
足
以
容
弊
具
燃
君
臣
、

宅
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と
論
評
し
て
い
る
の
は
、

正
に
此
の
結
を
衝
い
た
も
の
で
あ
る
。
墨
程
の
思
想
は
、
乗
愛
に
関
し
て
「
慢
差
等
」
の
現
象
を
一
臆
曇
す
る
に
拘

ら
ず
、
園
家
枇
曾
の
構
成
に
於
い
て
は
、
上
下
の
匿
別
君
臣
の
懸
隔
を
容
れ
ざ
る
が
如
き
は
到
底
許
さ
る
べ
く
も
な
く
、
賢
人
を
頂
黙
と
す
る

強
権
に
よ
っ
て
統
制
さ
れ
た
園
家
を
以
て
理
想
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
上
記
有
子
の
論
評
の
首
尾
の
部
分
は
、
主
と
し
て
宋
街
を
劃
象

と
す
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

い
か
に
も
別
宥
思
想
の
立
場
よ
り
す
れ
ば
、
等
差
階
級
の
別
を
設
け
君
臣
の
紋
列
を
巌
明
に
す
る
が

如
き
は
基
本
的
に
許
容
さ
れ
る
筈
が
無
〈
、

天
下
を
統
一
し
園
家
権
カ
を
樹
立
す
る
に
至
つ
て
は
全
く
惇
理
と
稽
す
る
の
外
は
無
い
。
有
子
の

如
き
種
法
主
義
者
か
ら
、

「
天
下
を
萱
に
し
て
園
家
の
権
稀
を
建
つ
る
を
知
ら
ず
」
と
評
せ
ら
れ
る
充
分
の
理
由
を
具
え
て
い
る
。
こ
れ
は
別

宥
思
想
の
論
理
的
展
開
と
し
て
蛍
然
猿
想
せ
ら
る
べ
き
一
位
曾
的
理
想
に
外
な
ら
な
い
が
、
此
に
至
っ
て
此
の
思
想
が
管
子
の
基
本
的
思
想
と
本

質
的
に
相
容
れ
な
い
所
以
が
、

い
よ
い
よ
明
か
と
な
る
の
で
あ
る
。
武
力
主
義
は
言
う
ま
で
も
無
く
、
階
級
社
舎
も
権
力
圏
家
も
練
て
自
己
に

「
国
」
す
る
の
故
を
以
て
根
本
的
に
否
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
と
、
共
れ
が
富
園
強
兵
策
に
よ
る
世
界
の
樺
力
支
配
を
政
治
上
の

窮
極
目
的
と
す
る
管
子
に
依
っ
て
肯
定
さ
れ
る
道
理
が
無
い
。

「
九
敗
解
」
な
ど
に
言
う
よ
う
な
、

卒
和
主
義
の
提
唱
が
園
民
や
軍
隊
の
園
家

意
識
を
温
喪
せ
し
め
る
と
い
う
、
草
純
な
理
由
か
ら
で
は
決
し
て
な
く
、
雨
者
は
思
想
の
根
底
に
於
い
て
矛
盾
す
る
哲
撃
を
有
す
る
が
故
に
、

相
互
に
否
定
的
に
謝
立
し
、

一
は
他
に
取
っ
て
其
の
存
在
を
論
理
的
に
許
さ
ざ
ら
ん
と
す
る
脅
威
に
外
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

漢
書
義
文
志
小
説
家
に
「
宋
子
十
八
篇
」
が
著
録
さ
れ
、
班
固
の
自
注
に
依
っ
て
其
れ
が
宋
銑
の
著
述
で
あ
る
こ
と
を
知
る
。
漢
志
の
小
説

家
は
「
街
談
巷
語
」
の
類
と
言
わ
れ
、
市
し
て
宋
銑
は
自
己
の
主
張
を
以
て
天
下
に
遊
説
し
、

「
錐
天
下
不
取
、
強
暗
市
不
合
」
と
荘
子
に
記

さ
れ
る
所
か
ら
考
え
れ
ば
、
共
の
寝
兵
別
宥
論
は
共
鳴
者
の
多
寡
は
別
と
し
て
、
世
間
に
鳴
り
響
い
て
い
た
貼
で
小
説
家
的
様
相
を
帯
び
て
い

た
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い
。

か
う
し
た
祉
曾
的
影
響
力
も
、
勿
論
管
子
の
関
心
の
針
象
に
な
っ
た
と
は
思
わ
れ
る
が
、
立
政
九
敗
篇
に
於
け

る
問
題
の
重
心
を
此
に
移
動
さ
せ
て
考
え
る
こ
と
は
誤
り
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

* 

* 

* 
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兵
之
設
と
並
ん
で
指
揮
さ
れ
る
四
訟
の
う
ち
、
次
に
取
り
上
ぐ
べ
き
は
、

此
は
楊
朱
の
思
想
を
指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
現
行
の
列
子
に
多
く
見
え
る
楊
朱
の
訟
が
、
大
部
分
後
世
の
潤
色
を
経
た
も
の
に
過
ぎ
な
い

「
廉
恥
不
立
」
の
弊
を
指
摘
さ
れ
る
所
の
金
生
之
訟
で
あ
る
が
、

こ
と
は
周
知
の
通
り
で
、
原
始
楊
朱
の
思
想
と
し
て
信
じ
得
る
も
の
は
、
周
末
漢
初
の
文
献
に
断
片
を
遣
す
に
止
る
。
例
え
ば
准
南
子
氾
論
訓
に
、

乗
愛
上
賢
右
鬼
非
命
、
四
聖
子
之
所
立
也
、

而
楊
子
非
之
、

全
性
保
異
、

不
以
物
累
形
、
楊
子
之
所
立
也
、
而
孟
子
非
之
、

の
文
が
有
り
、
原
始
楊
朱
の
基
本
的
輪
廓
を
知
ら
し
め
る
に
足
り
る
。
管
子
に
言
う
る
一
生
は
勿
論
此
に
言
う
全
性
の
意
味
で
、
保
異
と
同
じ
く
、

人
間
天
奥
の
本
性
を
純
粋
に
保
持
し
て
一
切
外
物
の
繋
累
か
ら
完
全
に
自
由
で
あ
る
こ
と
が
、
人
間
の
異
の
幸
一
臓
を
確
保
す
る
所
以
と
考
え
る

の
で
あ
る
が
、
孟
子
に
楊
朱
鑑
濯
の
道
が
共
に
排
斥
さ
れ
な
が
ら
、
雨
極
端
の
思
想
と
し
て
記
述
さ
れ
て
い
る
黙
か
ら
見
れ
ば
、
思
想
の
本
質

が
最
程
の
粂
愛
・
非
命
な
ど
の
基
本
的
主
張
と
み
エ
く
針
跡
的
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
先
ず
疑
う
絵
地
は
無
い
。
こ
こ
に
楊
朱
の
思
想
を
規
定
す
る

第
二
の
輪
廓
が
後
見
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
方
、
乗
愛
は
利
他
の
心
で
あ
り
、
非
命
は
一
諦
観
的
消
極
的
な
運
命
論
の
否
定
に
よ
る
、
積
極
的
な
動
勢
努
力
主
義
の
確
立
に
外
な
ら

な
い
が
故
に
、
之
と
針
際
的
立
場
に
在
る
み
一
性
保
異
訟
に
於
い
て
は
、
利
他
意
識
の
下
に
矯
さ
れ
る
一
切
の
目
的
的
行
銭
は
是
翻
附
さ
れ
る
筈
が

無
い
。
孟
子
が
楊
朱
を
論
じ
ず
ソ

楊
子
取
矯
我
、
抜
一
毛
、

市
利
天
下
不
矯
也
、

と
言
う
の
は
、

之
に
接
績
す
る
所
の

量
子
粂
愛
1
1

摩
頂
放
腫
、
利
天
下
僑
之
、

の
文
章
と
比
較
考
察
す
る
な
ら
ば
、

「
一
毛
を
抜
く
も
天
下
を
利
す
れ
ば
矯
さ
ず
」
と
解
す
る
の
が
袋
嘗
と
思
わ
れ
る
。
つ
ま
り
利
他
を
以
て

全
性
保
異
の
敵
と
見
る
楊
朱
は
、

一
毛
を
抜
く
が
如
き
微
微
た
る
行
篤
と
錐
も
、
其
れ
が
利
他
意
識
を
伴
う
限
り
線
て
否
定
せ
ざ
れ
ば
巳
ま
な

い
の
で
あ
る
。
列
子
楊
朱
篇
に
、
楊
朱
の
語
と
し
て

‘目l



伯
成
子
高
不
以
一
牽
利
物
、
桝
人
人
不
損
一
裏
、
人
人
不
利
天
下
、
天
下
治
央
、

と
見
え
る
の
は
、
回
よ
り
原
始
楊
朱
そ
の
ま
ま
の
言
で
は
な
い
と
し
て
も
、
孟
子
の
論
ず
る
所
と
正
に
同
じ
思
想
を
述
べ
た
も
の
で
、
楊
朱
が

如
何
に
利
他
的
意
識
の
絶
棄
を
強
調
し
た
か
を
察
す
る
に
足
り
る
で
あ
ろ
う
。
蓋
し
、
人
間
が
自
己
を
精
紳
的
に
消
耗
す
る
最
大
の
原
因
を
反

自
然
的
行
鋳
に
蹄
し
、
人
は
す
べ
て
之
に
依
っ
て
其
の
本
異
を
歪
曲
段
損
さ
れ
る
と
考
え
た
の
で
あ
る
が
、
他
を
利
し
天
下
を
利
す
る
こ
と
が

殊
に
問
題
と
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
其
れ
が
最
も
著
し
い
反
自
然
と
考
え
ら
れ
た
結
果
に
外
な
ら
な
い
。
局
志
劉
巴
停
の
注
に
、

内
無
楊
朱
守
静
之
術
、
外
無
墨
程
務
時
之
風
、

と
有
り
、
守
静
を
以
て
務
時
に
針
立
せ
し
め
、
以
て
墨
程
に
封
す
る
楊
朱
の
特
徴
を
明
か
に
し
て
い
る
。
此
に
よ
っ
て
、
他
を
利
せ
ざ
る
楊
朱

の
自
然
は
静
を
守
る
こ
と
に
依
っ
て
確
立
さ
れ
る
こ
と
、
邸
ち
不
利
他
は
主
観
的
に
は
守
静
に
外
な
ら
な
い
所
以
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
が
、

こ
れ
は
彼
に
於
け
る
不
利
他
の
思
想
が
一
時
的
世
俗
的
な
利
己
観
念
の
A
口
理
的
形
態
と
し
て
で
は
な
く
、
守
静
と
い
ろ
困
難
な
主
観
的
努
カ
を

経
て
始
め
て
達
成
さ
れ
る
、
む
し
ろ
巌
格
主
義
的
要
請
と
し
て
成
立
し
た
と
言
っ
て
も
可
い
性
質
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
示
す
と
考
え
ら
れ
よ

ぅ
。
市
し
て
此
の
思
想
の
根
底
に
、
性
を
静
な
る
も
の
、
情
を
動
な
る
も
の
と
す
る
人
間
論
が
存
す
る
こ
と
は
、
容
易
に
推
論
し
得
る
所
で
あ

る
が
、
例
え
ば
呂
氏
春
秋
不
二
篇
に
、

①
 

盤
程
貴
廉
、
陽
生
貴
己
、

と
言
う
が
如
き
、
そ
の
明
誼
と
言
っ
て
差
支
え
な
い
。
守
静
が
貴
己
即
ち
自
己
の
人
間
と
し
て
の
本
性
を
隼
重
す
る
所
以
た
り
得
る
の
は
、
人

問
の
性
を
本
来
静
な
る
も
の
と
考
え
る
か
ら
に
外
な
ら
な
い
。
是
に
於
い
て
楊
朱
が
カ
を
極
め
て
排
斥
す
る
「
他
」
な
る
も
の
が
、
輩
に
普
通

の
意
味
に
於
け
る
自
己
以
外
の
他
者
を
指
す
に
止
ら
ず
、
静
な
る
性
以
外
の
自
己
も
亦
其
の
一
部
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
看
取
さ
れ
る
。
人
間

に
於
け
る
非
静
的
な
も
の
は
、
彼
に
在
つ
て
は
一
切
静
と
否
定
的
に
針
立
す
る
要
素
と
し
て
意
識
さ
れ
る
。
乗
愛
の
如
き
は
極
端
な
る
他
者
を

針
象
と
し
て
成
立
す
る
が
故
に
、
嘗
然
最
も
強
い
非
難
に
値
い
す
る
理
由
を
有
す
る
が
、
自
己
内
部
の
他
者
の
存
在
を
そ
の
ま
ま
不
問
に
附
す

管
子
「
九
敗
」
私
解
(
草
漕
)

五



五

十

周

年

記

念

論

集

五

る
こ
と
は
論
理
上
許
さ
る
べ
く
も
な
い
。
か
か
る
他
者
を
排
除
し
て
自
己
を
純
正
に
す
る
矯
め
に
も
、
守
静
は
唯
一
の
方
法
だ
っ
た
の
で
あ
る
。

か
く
て
み
一
生
之
設
は
其
の
濁
自
の
人
間
哲
撃
の
故
に
、
先
ず
自
己
自
身
の
動
的
な
欲
望
の
克
服
が
前
提
と
し
て
要
求
さ
れ
る
か
ら
、
決
し
て
世

俗
的
な
快
祭
主
義
と
は
類
を
同
じ
く
す
る
も
の
で
な
く
、

む
し
ろ
其
れ
と
は
反
射
の
極
に
於
い
て
こ
そ
成
立
す
る
性
質
の
も
の
た
る
と
同
時
に
、

共
の
貴
己
の
精
一
紳
の
極
致
に
於
い
て
は
、
孟
子
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、

「
無
君
」
の
主
張
を
生
ず
る
に
至
る
こ
と
も
極
め
て
賞
然
の
鴎
結
に
外

な
ら
な
い
。
般
に
上
に
述
べ
た
如
き
人
間
解
穫
を
取
る
限
り
、
園
家
枇
舎
の
成
立
は
不
可
能
の
外
は
無
い
か
ら
で
あ
る
が
、

此
の
思
想
が
管
子

と
相
容
れ
な
い
こ
と
は
改
め
て
説
明
す
る
ま
で
も
無
い
で
あ
ろ
う
。
九
敗
篇
に
於
い
て
も
呂
氏
春
秋
に
於
い
て
も
、
会
生
之
設
は
廉
恥
の
敵
と

見
ら
れ
て
い
る
が
、

君
主
中
心
的
園
家
秩
序
は
廉
恥
を
自
己
存
立
の
道
徳
的
支
柱
と
し
て
張
く
要
求
す
る
も
の
で
あ
る
。
管
子
の
著
者
が
牧
民

篇
で
、
廉
と
恥
と
を
種
及
び
義
の
二
者
と
共
に
園
の
四
維
と
栴
し
て
強
調
す
る
所
以
は
此
に
在
る
。
九
敗
解
に
於
い
て
、

会
生
之
設
が
滋
味
整

色
の
追
求
と
結
合
し
て
解
さ
れ
、
若
し
君
主
が
る
一
生
の
訟
に
傾
聴
す
る
な
ら
ば
上
下
を
奉
げ
て
官
能
的
欲
望
を
縦
に
し
、
男
女
の
別
は
失
わ
れ

て
禽
獣
に
墜
落
す
る
が
故
に
趨
義
廉
恥
が
立
た
な
く
な
る
、

と
設
明
さ
れ
て
い
る
の
は
、
此
の
思
想
の
出
後
黙
を
矯
す
人
間
観
を
み
一
く
無
視
し

た
甚
し
き
誤
解
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
み
一
生
の
訟
と
快
紫
主
義
と
が
相
互
に
反
針
の
方
向
に
於
い
て
の
み
存
在
し
得
る
こ
と
は
、
賞
に

〆

爾
者
の
世
界
観
の
差
異
に
由
京
す
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
差
異
は
同
時
に
原
始
楊
朱
と
貌
晋
的
楊
朱
の
差
異
と
も
正
に
一
致
す
る
も
の
で
あ
る
。

* 

市

* 

車

蓋
家
の
思
想
は
、
祉
曾
的
矛
盾
の
窮
極
的
原
因
を
、
人
人
が
自
己
を
愛
す
る
が
如
く
他
人
を
愛
せ
ざ
る
こ
と
に
求
め
、
そ
の
故
に
こ
そ
乗
愛

を
以
て
基
本
的
主
張
と
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
此
の
思
想
の
影
響
と
し
て
戟
争
に
針
す
る
批
判
門
的
態
度
が
強
カ
に
生
ず
る
の
は
嘗
然
で
あ
り
、

「
士
卒
不
戦
」
の
結
果
に
至
急
の
は
説
明
を
要
し
な
い
。

第
四
の
花
議
自
貴
之
設
に
関
す
る
九
敗
解
の
所
設
は
、

此
の
思
想
の
影
響
と
し
て
、
「
上
軽
傍
線
市
賎
有
司
」
の
風
を
生
じ
、
其
の
結
果
「
上

令
不
行
」
に
至
る
と
言
う
の
で
あ
る
か
ら
、
際
遁
思
想
を
以
て
私
議
自
貴
を
解
し
た
も
の
と
察
せ
ら
れ
る
。
際
遁
思
想
に
は
、
祉
曾
そ
の
も
の
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を
根
本
的
全
面
的
に
否
定
す
る
も
の
と
、

①
 

一
時
的
部
分
的
に
否
定
す
る
も
の
と
の
差
異
は
有
る
が
、
擢
力
秩
序
的
な
統
制
か
ら
離
脱
し
て
自
己

の
理
想
と
す
る
別
個
の
世
界
を
造
り
出
す
黙
は
共
通
で
あ
り
、
等
し
く
反
園
家
的
性
格
を
包
蔵
す
る
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
彼
等
に
於

い
て
は
、
傘
ば
る
べ
き
は
個
人
の
主
観
的
剣
断
で
あ
っ
て
、
君
主
や
様
カ
階
級
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
た
公
的
な
其
れ
で
は
な
い
。
原
則
と
し
て

前
者
は
後
者
に
優
先
す
べ
き
で
あ
る
。
私
議
自
責
の
設
が
隠
遁
思
想
と
の
関
聯
に
於
い
て
解
調
停
さ
れ
る
が
女
嘗
性
は
、

正
に
此
に
在
る
の
で
あ
る
。

前
記
の
如
く
隠
遁
思
想
に
二
つ
の
類

J

型
を
生
じ
た
の
は
、
共
の
依
る
所
の
哲
皐
的
立
場
を
具
に
す
る
矯
め
で
、
例
え
ば
其
の
一
は
人
間
の
認
識

能
力
に
針
す
る
基
本
的
懐
疑
に
関
係
し
、
他
の
一
は
反
針
に
寧
ろ
人
間
の
能
力
に
劃
す
る
強
い
信
頼
に
侍
存
す
る
、

と
い
う
が
如
き
差
異
の
存

す
る
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
と
し
て
も
、
園
家
権
カ
が
傍
聴
名
血
管
な
ど
を
手
段
と
し
て
人
民
官
僚
を
欲
す
る
ま
ま
に
操
縦
せ
ん
と
す
る
時
、
そ

の
艶
象
と
鋳
り
得
な
い
こ
と
だ
け
は
確
か
で
あ
る
。
韓
非
が
、
祉
曾
的
世
俗
的
欲
望
を
喜
一
く
有
せ
ざ
る
伯
夷
叔
替
の
徒
は
、

君
主
の
自
由
な
使

役
に
供
し
得
る
方
法
無
き
が
故
に
園
家
的
に
無
用
で
あ
る
、

と
論
じ
て
い
る
の
は
此
の
意
味
に
外
な
ら
な
い
。
市
し
て
飽
く
ま
で
自
己
自
身
が

絶
劃
者
で
あ
る
所
の
隠
遁
思
想
に
於
い
て
、
政
治
に
針
す
る
批
剣
の
自
由
が
完
全
に
留
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
か
ら
、
管
子

の
思
想
か
ら
見
れ
ば
妨
害
者
で
あ
る
と
共
に
重
大
な
る
脅
威
に
外
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
で
私
議
自
貴
之
設
が
草
に
大
言
放

談
を
縦
に
す
る
の
謂
で
な
く
し
て
、
或
る
確
乎
た
る
世
界
観
に
根
本
す
る
思
想
で
あ
る
こ
と
が
一
示
俊
さ
れ
た
ば
か
り
で
な
く
、
其
れ
が
主
と
し

て
道
家
、
特
に
荘
子
並
び
に
そ
の
同
調
者
の
思
想
を
指
し
て
い
る
こ
と
も
、
言
わ
ず
し
て
明
か
に
な
っ
た
と
思
う
。

以
上
述
ぷ
る
如
く
、
寝
兵
以
下
松
議
自
責
に
至
る
四
種
の
設
は
、
そ
れ
ぞ
れ
宋
銃
・
楊
朱
・
墨
程
・
荘
周
を
中
心
と
し
て
展
開
し
た
思
想
を

主
た
る
内
容
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

此
の
四
者
は
す
べ
て
先
秦
に
於
い
て
顕
島
?
と
稀
す
る
に
足
る
勢
力
を
有
し
、
内
容
的
に
も
各
主
濁
自
の
世

界
観
を
以
て
鰹
系
附
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
其
の
世
界
観
が
管
子
と
基
本
的
に
相
容
れ
な
い
所
以
は
肢
に
見
た
如
く
で
あ
り
、
四
者

は
此
の
故
を
以
て
九
敗
に
数
え
ら
れ
る
に
至
っ
た
も
の
に
外
な
ら
な
い
。
政
治
思
想
上
の
不
同
も
管
子
に
取
っ
て
は
決
し
て
軽
小
な
問
題
で
は

な
か
っ
た
筈
で
あ
る
が
、
共
の
背
後
に
在
っ
て
其
れ
を
支
え
て
い
る
哲
撃
的
立
場
の
矛
盾
こ
そ
は
、

よ
り
本
質
的
意
味
に
於
い
て
問
題
と
さ
れ

管
子
「
九
敗
」
私
解
(
草
揮
)

五
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十
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記

念

論

集

る
理
由
が
有
っ
た
の
で
あ
る
。

Z主
ω
孟
子
告
子
篇
下
。
越
岐
注
に
宋
控
を
宋
人
と
な
す
。
街
怪
柴
の
三
宇
は
菅
遁
の
故

に
、
斑
子
や
韓
非
子
に
は
宋
英
子
と
も
稽
す
る
。

椅
は
椅
且
の
意
で
な
く
、
官
接
の
意
に
解
す
る
章
柄
麟
の
設
が
安
嘗
と
思
わ
れ
る
。

(2) (3) 

:
:
:
雄
以
見
侮
矯
原
也
、
不
悪
則
不
闘
、
雄
知
見
侮
不
摩
、
思
之
則
必
闘
、
然
則

闘
輿
不
闘
邪
、
亡
於
原
之
興
不
屠
也
、
乃
在
於
悪
之
興
不
思
也
、
夫
今
子
栄
子
不
能

解
人
之
悪
侮
、
而
務
読
人
以
勿
層
也
、
量
不
温
甚
突
哉
、
(
正
論
篇
)

ω
漢
書
密
文
志
小
説
家
に
宋
子
十
八
篇
あ
り
、
班
闘
の
自
注
に
云
う
「
孫
卿
遁
宋
子

〆

五
四

信)
其
言
責
老
意

と

斜
子
は
何
人
な
り
や
確
誼
は
無
い
が
、
馬
銀
倫
は
荘
子
義
謹
に
於
い
て
宋
街
と
問

一
人
な
る
こ
と
を
論
註
し
て
い
る
。

(6) 

高
誘
の
注
に
孟
子
を
引
用
し
て
云
う
、

「
孟
子
日
、
陽
子
抜
睡
一
毛
、
以
利
天
下

弗
篇
也
」
と
。
陽
生
が
一
軍
子
の
楊
子
で
あ
る
こ
と
は
自
明
で
あ
る
。

(7) 

根
本
的
に
否
認
す
る
の
は
言
う
ま
で
も
な
く
遁
家
。
部
分
的
否
認
は
一
部
の
儒
家

の
説
く
所
。
従
っ
て
思
想
と
し
て
の
本
質
が
同
日
に
談
じ
得
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ

る。


